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１　応募の要領

　　情報通信研究機構（以下「機構」という。）では、スタートアップ段階の情報通信分野のベンチャー企業等に対し、通信・放送事業分野における新規事業の創出を促進するため、平成２１年度の通信・放送新規事業助成金の助成対象事業者を下記の要領で公募し申請を受け付けます。

海外市場を開拓するために必要な経費ついては、将来の海外への製品輸出やサービス提供を行うための海外市場調査に係る経費、海外向けの製品・サービスの提供のための試作開発経費及び外国特許等取得のための申請に係る経費とします（助成金交付の対象となる経費の詳細については、本応募要領の８頁以降を参照してください。）。
(1) 公募期間（申請書受付期間）

第１回　　　　　平成２１年３月２６日（木）～ 平成２１年５月１１日（月）

第２回　　　　  平成２１年７月１６日（木）～ 平成２１年８月２１日（金）

第３回　　　　　平成２１年９月　７日（月）～ 平成２１年１０月１日（木）
 (注1) 上記のスケジュールはやむを得ない理由により変更することがあります。

最新情報は、機構の「情報通信ベンチャー助成金（通信・放送新規事業助成金）」のホームページ（http://www2.nict.go.jp/v/v412/103/index.html）をご覧ください。

(注2) 上記以外の期間においても、申請に関する事前相談は受け付けます。

(2) 申請者から提出していただく書類

　　提出していただく書類は、次のとおりです。①～③は必須の書類です。

（提出の際には、１４ページをチェックシートとしてご活用下さい。）
①　通信・放送新規事業助成金交付申請書（様式第１）

　②　上記申請書の添付書類

　　　添付書類１―１（申請者概要説明書）

　　　添付書類１―２（株主等一覧表）

　　　添付書類１―３（経営状況表）
　　　添付書類１―４（履歴書（代表者））
　　　添付書類２－１、２、３、４（通信・放送新規事業の内容等説明書）

　　　添付書類３（助成対象経費等説明書）

　　　 添付書類４（助成対象経費積算表）･･･見積書や製品価格表等の写しを必ず添付して
ください。
　　　添付書類５（事業概要図）

　　　添付書類６（推薦書）･･･（注）推薦機関によっては時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

添付書類７－１（資金支援及び経営指導確約書）･･･資金支援等を行うベンチャーキャピタルが作成し、申請者へ交付したもの。ベンチャーキャピタルの印鑑証明等を必ず添付してください。

　　　添付書類７－２（自社概要）･･･資金支援等を行うベンチャーキャピタルの自社概要。当該ベンチャーキャピタルが作成し、申請者へ交付したもの。
③　各種証明書等

（各種証明書等の内訳）

	個人の申請の場合
	法人の申請の場合

	□　確定申告書または納税証明書のいずれか１通

□　印鑑証明（３ヶ月以内）
	□　確定申告書または納税証明書のいずれか１通

□　印鑑証明（３ヶ月以内）

	□　開業届け等の事業を開始したことを証明する書類
	□　商業登記簿謄本または現在(履歴)事項全部証明書（３ヶ月以内）のいずれか１通

	□　特許出願日が記載された公的書類（設立後５年を経過した場合のみ）
	□　特許出願日が記載された公的書類（設立後５年を経過した場合のみ）

	□　過去３期分の貸借対照表、損益計算書、一般管理費及び計算書類（注）（ある場合）

	□　過去３期分の貸借対照表、損益計算書、一般管理費及び計算書類（注）（ある場合）

□　定款


　(注) 計算書類とは、会社計算規則（平成１８年２月７日法務省令第１３号）の株主資本等変動計算書及び個別注記表です。
　④　そのほか、必要に応じて事業内容の詳細説明書及びパンフレット等を添付してください。
(注1)　助成対象経費の額及び助成金交付申請額は消費税抜きで積算してください。
(注2)　用紙は日本工業規格４版（Ａ４版）を用いて下さい。財務諸表、パンフレット等で大きさが異なる場合や冊子となっている場合は、Ａ４版の写し（コピー）で提出してください。

(注3)　申請者に対し経営指導を行うベンチャーキャピタルにおいては、申請者が上記添付書類を作成する際に、可能な限り協力していただくことが望ましいと考えられます。
(3) 申請書等の提出先

申請書等は、下記の窓口へ直接持参していただくか、又は郵送にて受け付けます。

[提出先] 
〒184-8795 東京都小金井市貫井北町４－２－１　　　　　　　　　　　　　　　

　独立行政法人情報通信研究機構　　
情報通信振興部門　革新事業グループ　あて

 (注) 郵送の場合は、送付用の封筒等の表面に「助成金申請書在中」と朱書きしてください。
(4) 申請書等の受付け締切り
申請書等の受付けの締切りは、応募締切日当日（公募最終日）の１７：００とします。郵送による場合も、同日同時刻までに必着とします。

（注） 申請書に添付するベンチャーキャピタル関係の書類（「資金支援及び経営指導確約書」（添付書類７－１）及び「自社概要」（添付書類７－２））に限り、上記応募締切日までに提出が困難なときは、提出を延期することができますので、事前に機構にご相談ください。

　　　　（提出延期の最終期限は、第２回公募は９月２５日（金）、第３回公募は１１月６日（金）の１７時（必着）とします。）

なお、この場合においても、他の申請書類については、前記の応募締切日までに提出してください。

(5) 申請書類の記入方法等

申請書類の作成に際しては、この応募要領の各項を参照するとともに、各様式及び添付書類の注意事項、頁の制限、斜体文字で補足している事項を熟読し、誤記、記入漏れ等のないようにしてください。

なお、提出された申請書が以下の場合については、受け付けられない場合がありますので、時間的に余裕をもって準備頂くよう、十分ご留意ください。
① 締切日の締切時刻間際に申請書類を持ち込んだが、助成対象となるための要件を示す書類に不備がある場合

② 助成対象経費の算出のための見積書等の資料が添付されていない場合

③ 提出書類に、「捺印漏れ」がある場合

④ 申請書類が、Ａ４規格以外の用紙で提出された場合

(6) 申請から交付までのスケジュール

申請から助成金の交付までのスケジュールは、別紙１を参照してください。
(7) その他

①  受理した申請書類は、原則として返却しません。機構からの問合せに際して必要となりますので、必ず手元に写しを保存しておいてください。

②  申請された助成対象事業については、通信・放送新規事業助成金交付申請書（様式第１）に記載の企業名（個人の場合は氏名）、助成対象事業の名称及び所在地名を発表することがありますので、助成対象事業の名称については対外発表可能な名称を記載してください。

なお、その他の内容について公表することは、一切ありません。

③  郵送で応募される場合は、送付途上での紛失、事故等による未着、到着の遅れ等も予想されるため、書留郵便の利用等で発送日等を明確にしてください。
④  申請書類に不備があった場合は、各回の公募期間中（締切日まで）であれば、書類の差替え、修正等に応じます。お気づきの場合は、まず、速やかに下記の連絡先にご一報ください。

　    また、機構において申請書の不備を見つけた場合、及び内容が理解できないものがあった場合、担当者からご連絡しますので、速やかに対応できるような連絡態勢をお願いします。

⑤　審査の過程において必要に応じてヒアリングを行う場合があります（メール等のほか、申請者の自己負担により機構に来ていただくことがあります。）。

⑥  審査の途中経過に関するお問合せには、一切応じかねますので予めご承知おきください。
⑦　機構は、本件助成金の募集に関して他の団体に事務を委託したり、申請者から手数料を徴収することは一切ありません。
(8) 問い合わせ・連絡先

　  独立行政法人情報通信研究機構 情報通信振興部門 革新事業グループ　
担当：仲田、野崎　あて
ＴＥＬ：０４２－３２７－６０２１
ＵＲＬ：http://www.nict.go.jp　　 Ｅmail: kakushin@ml.nict.go.jp
２　制度の概要

　　通信・放送新規事業助成金制度の概要は、次のとおりです。詳細については、通信・放送新規事業助成金交付要綱（以下「助成金交付要綱」という。）を参照してください（機構のホームページをご覧ください。）。

(1) 制度の目的

この助成金は、新たな通信・放送事業分野の開拓を通じて情報の円滑な流通促進に寄与することを目的として、通信・放送事業分野の新規事業の実施に必要な資金の一部を助成するものです。

(2) 助成対象事業者としての要件

助成金の交付対象事業者としては、特定通信・放送開発事業実施円滑化法（平成２年法律第３５号）第２条第３項に規定する「通信・放送新規事業」を実施するものであって、次の①～⑨の要件をすべて満たすことが必要です。
なお、通信・放送新規事業とは、通信・放送事業分野における新規事業であり、新しいサービスを提供する事業や従来からあるサービスを改善する事業です。

(注1)　新しいサービスとは、従来は提供されていなかったサービス、又は従来から提供されていたサービスでも、その利用価値が著しく向上し実質的に新しいサービスと同視できるもののことです。

　　　 「新しい」とは、社会通念上又は通常の利用関係において「新しい」と判断されるもののことです。

(注2)　従来からあるサービスを改善する事業とは、新技術を用いてサービスの価格の著しい低下や質の向上をもたらす事業のことです。

(注3)　「新技術」とは、必ずしも世の中全般で「新しい」技術である必要はなく、既存の技術（技術上又は経営上のノウハウのようなものも含みます）が従来適用されていなかった分野に適用される場合も含みます。

①　助成対象事業を行おうとする者が法人の場合にあっては、その設立の日又は当該助成対象事業の実施に必要な技術に係る特許出願の日が平成１７年４月１日以降であること、助成対象事業者が個人の場合にあっては助成対象事業を開始した日又は当該助成対象事業の実施に必要な技術に係る特許出願の日が平成１７年４月１日以降であること。

②　助成対象事業を行おうとする者が資本金１０億円（電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業を営むものにあっては１５億円）以下のものであること。
※１　電気通信回線設備の定義については電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第９条を参照
③　資本金１００億円以上の企業（ベンチャーキャピタルを除く。）が単独の１社で３０％以上出資していないこと。
④　国、地方自治体、特殊法人、認可法人が出資していないこと。
⑤　助成対象事業の実施に当たり、ベンチャーキャピタルから、助成対象事業の実施に必要な資金に充てるための出資等を受けること（単独の１社から助成金の額以上の出資等を受ける場合に限る。）が確実であること。ただし、当該ベンチャーキャピタルが、２年以内の買戻しを特約として出資等する場合を除きます。
※２　出資等は申請書（資金支援及び経営指導確約書等が添付されたもの。）提出後、助成金の実績報告書を機構に提出するまでの間に行われることが必要となります。

※３　ここでいうベンチャーキャピタルとは、ベンチャー企業に対し、株式の引受により資金を提供することを主たる業務とするものをいい、以下のものを含みます。

· 自らが業務執行組合員となる投資事業組合（別紙２の例を参照）

· 個人事業主であって、主たる業としてベンチャー企業に投資するもの

· 一般の事業会社の投資事業部門（当該事業会社の他の事業部門から独立して、投資を専門に行う事業部門をいう。以下同じ。）であって、主たる業としてベンチャー企業に投資するもの

（投資事業部門のない一般の事業会社からの出資や一般の銀行や証券会社からの出資等、投資目的以外の資金の出資は、「ベンチャーキャピタルからの出資」の要件に該当しません。）

※４　投資事業組合とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

・民法（明治２９年法律第８９号）第６６７条第１項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合
・投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第９０号）第２条第２項に規定する投資事業有限責任組合
※５　助成対象事業の実施に必要な資金に充てるための出資等であることが要件であり、例えば社債を引き受けて資金を提供したが、繰り上げ返済等の要因で、資金が本事業に使われなかった場合等は、「助成対象事業の実施に必要な資金に充てるため」の要件に該当しません。
⑥　助成対象事業の実施に当たり、前記⑤のベンチャーキャピタルから積極的かつ適切な指導を受けている、又は受けることが確実であること。ただし、助成対象事業を行おうとする者が十分な経営能力を有している場合、又は既に第三者から十分な指導を受けている場合は、この限りでない。

※６　積極的かつ適切な指導とは、取締役、顧問その他これらに準ずる者に就任する、取締役会において意見を述べる権利を取得する、技術提携先・販売提携先の斡旋を行う等をいいます。

※７　交付した助成金の一部を経営指導料に当てる等の行為は「適切な指導」の要件に該当しません。
※８　提携先の斡旋を行う場合も、提携先、提携内容が適切でない場合は、「適切な指導」の要件に該当しません。
⑦　対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有すること。

⑧　助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

⑨　総務省地方総合通信局、総務省沖縄総合通信事務所、都道府県、情報通信の発展に寄与する活動を行う公益法人、情報通信技術分野の講座を開設している大学又はそれを担当している教授等（助教授、講師を含む。）のいずれかの機関等からの推薦を受けること。
なお、総務省の各総合通信局及び総務省沖縄総合通信事務所並びに都道府県から推薦を希望する方は、次の最寄りの機関へご相談下さい。

	機関名（担当課）
	電話番号
	所在地

	北海道総合通信局（電気通信事業課）
	011-709-2311(内4704)
	札幌市

	東北総合通信局（情報通信連携推進課）
	022-221-9578
	仙台市

	関東総合通信局（情報通信連携推進課）
	03-6238-1683
	東京都千代田区

	信越総合通信局（情報通信振興室）
	026-234-9973
	長野市

	北陸総合通信局（電気通信事業課）
	076-233-4421
	金沢市

	東海総合通信局（情報通信連携推進課）
	052-971-9316
	名古屋市

	近畿総合通信局（情報通信連携推進課）
	06-6942-8584
	大阪市

	中国総合通信局（情報通信推進課）
	082-222-3481
	広島市

	四国総合通信局（電気通信事業課）
	089-936-5043
	松山市

	九州総合通信局（情報通信連携推進課）
	096-326-7319
	熊本市

	沖縄総合通信事務所（情報通信課）
	098-865-2302
	那覇市

	岩手県（商工企画室新産業推進監）
	019-629-5531
	盛岡市

	秋田県（商工業振興課）
	018-860-2241
	秋田市

	栃木県（産業政策課）
	028-623-3203
	宇都宮市

	群馬県 ((財)群馬県産業支援機構(経営総合相談窓口)）
	027-255-6631･6632
	前橋市

	埼玉県（創業・企業支援課）
	048-830-3917
	さいたま市

	千葉県（商工労働部産業振興課）
	043-223-2798
	千葉市

	長野県（産業技術課）
	026-235-7195
	長野市

	新潟県（産業振興課）
	025-280-5245
	新潟市

	岡山県（新産業推進課）
	086-226-7381
	岡山市

	山口県（新産業振興課）
	083-933-3140
	山口市
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投資事業組合からの出資等についての考え方
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500

万円

1500

万円

1000

万円

Ａ

Ｂ

事業者

Ｃ

500

万円

1500

万円

1000

万円

Ａは

1000

万円出資等しているとみなされる。

（助成額は

1000

万円が上限）

Ｂ

Ａ

事業者

Ｄ

1000

万円

500

万円

1500

万円

500

万円

Ｂ

Ａ

事業者

Ｄ

1000

万円

500

万円

1500

万円

500

万円

Ｂ

Ａ

事業者

Ｃ

1000

万円

1000

万円

500

万円

1500

万円

Ｂ

Ａ

事業者

Ｃ

1000

万円

1000

万円

500

万円

1500

万円

（例２）

業務執行

組合員

非業務執行

組合員

業務執行

組合員

非業務執行

組合員

業務執行

組合員

非業務執行

組合員

Ａは

2000

万円出資等しているとみなされる。

（助成額は

2000

万円が上限）

Ａは

1000

万円出資等しているとみなされる。

（助成額は

1000

万円が上限）
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(3) 事業内容に関する要件（交付選定基準）
① 新規性： 新たな役務を提供する事業又は新技術を用いて役務の提供の方式を改善する事業であること。

② 困難性： 助成対象事業の実施に必要な資金の自力での調達が困難であり、助成金による支援がなければ、その実施が困難であること。

③ 波及性： 助成対象事業が、将来的に大きく成長する可能性があること、又は通信・放送事業分野の発展に広く貢献する可能性があること。
(4) 助成金の交付決定

助成金の交付決定は、機構内に設置された学識経験者、有識者等からなる評価委員会の審査結果を参考として機構が決定します。

なお、審査の過程において必要に応じてヒアリングを行う場合があります（メール等のほか、申請者の自己負担により機構に来ていただくことがあります。）。

(5) 助成金交付の対象となる経費

助成金交付の対象となる経費（助成対象経費）は、助成対象期間（各回の公募における助成金交付決定の日から、平成２２年２月２６日まで）において支出、又は確定した経費であって、日本国内で行う事業と併せて海外市場を開拓するために必要な経費を含め助成対象事業を行うために直接必要な経費です。
具体的には、下表のとおりの費用項目と助成対象経費の範囲とし、交付対象事業者により恣意的な積算が行われる可能性のある経費を排除し、外部への委託費、外注費等、部外者との間の契約書などにより交付後の検証が可能となる経費に限定します。
	費用項目
	助成対象経費の範囲（例）

	Ⅰ コンサルティング　

経費
	助成対象事業の実施に必要な情報を得る等のために行われる委託費・外注費（会計士、経営コンサルタントによる経営指導費用、研究者による技術指導費用等）

	Ⅱ 試作開発費
	助成対象事業の実施に必要な機械装置取得費・開発費（試作開発用機械装置購入費、システム構築外注費等）

	Ⅲ 手続諸経費
	助成対象事業の実施に必要な申請費用（会社設立の際の登記費用、特許取得のための申請費用・代行費用等）


海外市場を開拓するために必要な経費の範囲例としては、

・コンサルティング経費には、将来の海外への製品輸出やサービス提供を行うための海外市場調査に係る費用のほか技術動向、資金調達方法、当該国の商法、商取引、商慣習などの法務情報等調査費用、経営・技術指導費用

・試作開発費には、現地仕様の製品・サービス試作のための現地企業等からの機械器具購入費用、試作品開発委託費用

・手続諸経費には、外国特許、商標、工業所有権、著作権等の取得のための申請費用並びに当該申請に係る翻訳・通訳費用、代行費用、通関諸費用
とし、国内の助成事業と一体として実施する場合に限り対象経費とします。

また、海外市場を開拓するために必要な経費に関しては、日本国内において、見積もり、契約、納品、請求、支払い等の証拠書類が常に閲覧、確認等できるように保管・管理できるものに限ります。
なお、国内で既に事業化済みの製品やサービスを海外に提供するための経費、海外に拠点（駐在員事務所、支店など）を設置するための経費、海外拠点において契約又は支出される経費並びに保険料、保証金、交付決定以前の経費又は公的資金の使途として、社会通念上不適切と機構が判断する経費を除きます。

 (6) 助成限度額

助成金は、助成対象経費として妥当であると判断された経費の全額に対して支払われるものでなく、単年度あたり、助成対象経費の額の２分の１を限度とします。また、その額が2,000万円を超える場合には2,000万円を限度とします。
なお、海外市場を開拓するために必要な経費を国内の助成事業と一体として実施する場合に限り、１事業者あたり、3,000万円を限度とします。ただし、「海外市場を開拓するために必要な経費」を除いた国内の助成対象事業のみ申請する場合の助成金の限度額は、これまでと同様の2,000万円（対象経費の２分の１を限度）とします。

(7) 助成金交付決定後の遵守事項

助成金事業は、国の一般会計補助金を原資として行われるものであり、助成対象事業者は当該助成対象事業の実施に際して、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３８年法律第１７９号）」等の規定に基づき、国の補助金の使用に準じた制限を受けることになります。

(8) 実績報告

助成金は、原則として、助成対象事業を計画どおり実施した証拠となる実績報告書（使用した経費に係る経理的証拠書類等）をもって支払われる精算払いであり、実際に助成金の交付を受けるためには、実績報告書を機構に提出し、事業終了の認定を受けて助成金の額の確定を行うこととなります。不正な経理処理があったと認める場合には、交付決定の一部又は全部を取り消し、助成金の返還を求める場合があります。
 (9) 企業化の報告

助成対象事業の終了年度以降５年間、毎会計年度終了後３カ月以内に当該助成対象事業に係る過去１年間の企業化状況について報告して頂きます。

(10) その他

　　本助成金は、中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）の平成２１年度予算においても「特定補助金等」に指定される見込みです。「特定補助金等」に指定された場合において、本助成金を交付された企業は、その成果を利用した事業活動を行う際に、信用保証協会による債務保証枠の拡大、担保と第三者保証人が不要な特別な債務保証枠の措置、中小企業投資育成株式会社法による投資対象の拡大、特許料等の減免措置等の特例の支援措置を受けることが可能になります。
○　中小企業信用保険法の特例
詳しくは全国信用保証協会連合会又は各都道府県信用保証協会にお問い合わせください。
（全国信用保証協会連合会：03-3271-7201）
○  中小企業投資育成株式会社法の特例　
詳しくは中小企業投資育成株式会社にお問い合わせください。
（東京社：03-5469-1811、名古屋社：052-581-9541、大阪社：06-6341-5476）
○　小規模企業者等設備導入資金助成法の特例（産業活力再生特別措置法に基づく措置）
詳しくは（財）全国中小企業取引振興協会にお問い合わせください。（03-5541-6688）
○  中小企業金融公庫の特別貸付制度
詳しくは中小企業金融公庫にお問い合わせください。
（東京相談センター：03-3270-1260、大阪相談センター：06-6345-3577）
※1　上記の支援措置は、この助成金審査とは別に各支援機関の審査を必要とします。
※2　ＳＢＩＲ制度全体について、上記及びその他の支援措置の詳細についてはインターネットによる施策紹介　http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/sbir/19fy/index.html 　又は、中小企業庁技術課（03－3501－1816）にお問い合わせください。
（参考）

＜通信・放送新規事業助成金制度のしくみ＞



　　　　　　　　推薦書


　　　　　　　　　　　①交付申請


　　　　　　　　　　　③交付決定通知


　　　　　　　　　　　④実績報告


　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　⑤金額確定、助成金支払い


　　　　　　　　　　　⑥企業化報告


○資金支援及び経営指導等確約書
　　　　　　　　　　　　及び自社概要（出資等＋経営指導）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②審査
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平成２１年度における申請から交付までのスケジュール（第１回公募）

	
	３月
	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	１０月
	１１月
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	中
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	中
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	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下

	　　

第１回公募に係るスケジュ｜ル
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	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	３月
	４月

	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
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	下
	上
	中
	下

	第２回
公募に係るスケジュ｜ル
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


平成２１年度における申請から交付までのスケジュール（第２回公募）
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	４月
	５月
	６月
	７月
	８月
	９月
	１０月
	１１月
	１２月
	１月
	２月
	３月
	４月

	
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
	中
	下
	上
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	下
	上
	中
	下
	上
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公募に係るスケジュ｜ル
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


平成２１年度における申請から交付までのスケジュール（第３回公募）

	通信・放送新規事業助成金 申請書類・様式

（平成２１年度版）



□１　通信・放送新規事業助成金交付申請書（様式第１）

２　上記申請書の添付書類

□　　添付書類１―１（申請者概要説明書）

□　　添付書類１―２（株主等一覧表）

□　　添付書類１―３（経営状況表）

□　　添付書類１―４（履歴書（代表者））

□　　添付書類２－１、２、３、４（通信・放送新規事業の内容等説明書）

□　　添付書類３（助成対象経費等説明書）

□　　添付書類４（助成対象経費積算表）
□　※見積書や製品価格表等の写しを必ず提出してください。
□　　添付書類５（事業概要図）

□　　添付書類６（推薦書）

□　　添付書類７－１（資金支援及び経営指導確約書）

□　※ベンチャーキャピタルの印鑑証明と商業登記簿謄本（３ヵ月以内）を必ず添付下さい。

□　　添付書類７－２（自社概要）

□　※ベンチャーキャピタルの会社案内、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を添付してください。
　３　各種証明書等
□　確定申告書または納税証明書のいずれか１通

□　印鑑証明（３ヶ月以内）
□　商業登記簿謄本又は現在(履歴)事項全部証明書（３ヶ月以内）いずれか１通（法人のみ）
□　特許出願日が記載された公的書類（設立後５年を経過した場合のみ）

□　定款（法人のみ）

□　開業届け等の事業を開始したことを証明する書類（個人のみ）　

□　過去３期分の貸借対照表、損益計算書、一般管理費及び計算書類（株主資本等変動計算書及び個別注記表）の写し
　　４　その他（提出任意）
　□　事業内容に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄや会社の沿革に関するﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の説明に使用する書類
 ※　申請書類の作成に際しては、応募要領の各項を参照するとともに、各様式並びに添付書類の注意事項、頁の制限、斜体文字で補足している事項を守り、誤記、記入漏れ等のないようにして下さい。（斜体文字の補足事項は削除して記入してください。）

様式第１（第８項関係）

通信・放送新規事業助成金交付申請書

平成　　年　　月　　日

独立行政法人情報通信研究機構　理事長　殿

　　　　　　　　　　　　　　住所　〒

　　　　　　　　　　　　　　氏名　（団体の場合には、団体名及び代表者氏名）　　　印
　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　－　　　－　　　）

　通信・放送新規事業助成金交付要綱（以下、「助成金交付要綱」という。）第８項（１）の規定に基づき、下記の通り助成金の交付を申請します。

　助成金の交付を申請するに当たって、法令及び助成金交付要綱の規定に違反する行為を行わないことを確約します。

記

１　助成対象事業の名称　（名称については、外部に公表できる表現とすること。）

２　助成対象事業の概要　（実施しようとする事業の内容について簡潔に記載すること。
なお、海外市場を開拓する計画がある場合には、その内容について簡潔に記載すること。）
３　助成対象経費の額　　（単位は千円とすること。なお、当該事業を実施する者が海外市場を開拓するために必要な経費が含まれる場合には、当該経費の額についても記載すること。）
４　助成金交付申請額　　（単位は千円とすること。）
５　助成対象経費の必要予定日（例：委託契約予定日、機械装置取得予定日）
６　助成対象事業の実績報告書提出予定日

添付書類
１　申請者概要説明書等

２　通信・放送新規事業の内容等説明書（海外市場を開拓する計画がある場合には、当該説明書を含む。）
３　助成対象経費等説明書

４　助成対象経費積算表

５　事業概要図

６　助成金交付要綱第５項（２）⑦に規定する推薦書
７　助成金交付要綱第５項（２）⑤及び⑥に規定する確約書

８　各種証明書等
（添付書類１－１）
申請者概要説明書
	会社名
	(会社のホームページがある場合にはアドレスも記載してください。)
	従業員数
	（パート・アルバイトを除く）

　　　人

	資本金
	（申請日現在で記入）
	
	

	現在の事業内容
	［事業内容］

（現在営んでいる事業及び主たる製品又はこれまでの研究開発の成果の概要等を記載してください。必要に応じパンフレット等を添付してください。）
［売上構成］

	
	製 （商）品・サービス名
	年間売上高
	構成比

	
	
	百万円
	

	
	
	百万円
	

	
	その他製（商）品・サービス
	百万円
	

	
	合       計
	百万円
	１００％

	基本的な経営方針
	

	申請者の略歴


	（会社の沿革を記載してください。必要に応じパンフレットを添付してください。）


	代表者の氏名及び申請の連絡担当者
	代表者：

連絡担当者： （申請書審査の過程でのご連絡先とさせて頂きますので、電話番号に加えて、携帯電話、メールアドレスがある場合には併せて記載してください。）

	本社等の所在地
	（本社及び主な事業所等の所在地を記載してください。）

	設立日、開業日又は特許出願日等
	（申請者が法人の場合には、設立日、個人の場合は開業日を記載してください。設立日又は開業日から５年が経過している場合は、助成対象事業の実施に必要な技術に係る特許出願の日も記載してください。証券取引所への上場や証券業協会への店頭登録等をしている場合にはその上場日等を記載してください。）

	取引銀行
	（現在の主な取引銀行名、支店名等を記載してください。）

	借入金
	（前年度末における全ての借入金の額を記載してください。）   百万円

	主要関連会社
	資本上のつながりのある会社（資本金、従業員数、海外現地法人も記載）を記載してください。

	公的支援の導入の有無（名称、時期、対象事業等）
	（過去又は現時点で、国、又は地方自治体その他の公的団体から出資、融資、その他の支援を受けている場合や、情報通信研究機構（平成17年3月31日以前に通信・放送機構から支援を受けている場合を含む。）から別の制度で支援を受けている場合は必ず記載してください。）


（記入上の注意）全体を１頁でまとめてください。
（添付書類１－２）
株主等一覧表
１ 株主                                             

（平成   年   月   日現在）
	株主氏名
	住             所
	持株数
	持株比率
	備    考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


［注１］ 株主が法人の場合は、備考欄にその法人の資本金を記載してください。
　　　　また、株主が個人の場合は、備考欄に当社との関係を記載してください。

［注２］ 有限会社にあっては社員、組合にあっては組合員を記載してください。

２ 役員                                               

（平成   年   月   日現在）
	役 職 名
	常非
	氏    名
	担当業務
	備    考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


［注］ 備考欄には、主要な職歴（現在、他社の役員を兼務している場合は、その会社名及び職名を含む）を記載してください。
（添付書類１－３）

経営状況表
（単位：百万円）
	
	第    期
    年  月  日から
    年  月  日
	第    期
    年  月  日から
    年  月  日
	第    期
    年  月  日から
    年  月  日

	売上高　Ａ
	
	
	

	経常利益  Ｂ
	
	
	

	流動資産　Ｃ
	
	
	

	有形固定資産
	
	
	

	その他固定資産
	
	
	

	流動負債　Ｄ
	
	
	

	
	うち短期借入金　Ｅ
	
	
	

	
	うち１年以内返済予定長期借入金（※１）　Ｆ
	
	
	

	
	うち１年以内償還予定社債（※２）　Ｇ
	
	
	

	固定負債
	
	
	

	
	うち長期借入金　Ｈ
	
	
	

	
	うち社債　Ｉ
	
	
	

	自己資本　Ｊ
	
	
	

	総資本　Ｋ
	
	
	

	総資本経常利益率
（Ｂ×１００）／Ｋ
	％
	％
	％

	売上高経常利益率
（Ｂ×１００）／Ａ
	％
	％
	％

	自己資本比率
（Ｊ×１００）／Ｋ
	％
	％
	％

	流動比率
（Ｃ×１００）／Ｄ
	％
	％
	％

	売上高有利子負債比率

（Ｌ(※３）×１００）／Ａ
	％
	％
	％


（※１）提出する財務諸表に本項目を設けていない場合は、Ｈ（長期借入金）に含めて記載してください。

（※２）提出する財務諸表に本項目を設けていない場合は、Ｉ（社債）に含めて記載してください。

（※３）Ｌ（有利子負債）＝Ｅ（短期借入金）＋Ｆ（１年以内返済予定長期借入金）＋Ｇ（長期借入金）＋Ｈ（１年以内償還予定社債）＋Ｉ（社債） とする。

［注1］本資料は、過去3期の財務諸表により作成してください。
［注2］金額は、十万円の位を四捨五入して百万円単位で記載してください。率は、少数第2位を四捨五入して少数第１位まで記載してください。
［注3］本資料の根拠となる貸借対照表、損益計算書の他、一般管理費及び計算書類（株主資本等変動計算書及び個別注記表）の写しをＡ４版用紙にて必ず添付してください。
（添付書類１－４）

履歴書（代表者）
	                                大正・昭和   年   月   日生まれ      歳
ふりがな
氏   名

	現住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　（　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ Ａ Ｘ　　　（　　　　）

	年  月  日
	略　　　　　歴

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	上記のとおり相違ありません。
　　平成　  年　  月　  日　　　　　　氏名　　　（  自　筆  ）　　［印］



（添付書類２－１）
通信・放送新規事業の内容等説明書（１）
１ 通信・放送新規事業の内容
	（１）通信・放送新規事業の名称
	（通信・放送分野の新規性ある事業であることを表現するような適切な名称を記載してください。）

	（２）通信・放送新規事業の実施日程
	開 始 （予定）日  ： 平成   年   月   日
（助成対象となる通信・放送新規事業によるサービス提供開始（予定）日を記入してください。海外市場開拓経費を申請する場合は、その事業見通しを付記してください。）

	（３）通信・放送新規事業の内容
	（助成対象となる通信・放送新規事業の内容について具体的かつ詳細に記載してください。海外市場開拓経費を申請する場合は、その内容、見通し等の計画の説明を付記してください。紙面が不足する場合は、（３）全体を別頁としてください。また、事業の概要図等は、添付書類５に記載してください。なるべく専門知識がなくても理解できるように、必要に応じて簡易な表現で説明を付記してください。）

	
	ア 新規性
	（１）事業の新規性の内容

（自社若しくは他社の既存のサービスとの相違、関係、優劣等が客観的にわかるように比較して記載してください。また、本通信・放送新規事業の実施によって、情報通信分野にどのような新規サ－ビスが可能となるか、現在の情報通信のサ－ビスをどのように改善・高度化できるのかという説明を記載してください。）

	
	
	（２）新技術・ノウハウの内容
（事業の新規性の要因となる技術・ノウハウについて、そのポイントを記載のこと。なるべく専門知識がなくても理解できるように簡易な表現で説明し、自社若しくは他社の既存の技術・ノウハウとの相違、関係、優劣等が客観的にわかるように比較して記載してください。）

（関連する特許等：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（当該事業の実施に必要な特許、工業所有権、その他の知的所有権があれば、取得・出願状況を含めて記載してください。特許関連資料等があれば添付してください。）



	
	イ 困難性
	（助成対象事業の実施に必要な資金の自力での調達が困難であり、助成金による支援がなければ、その実施が困難であることの説明を記載してください。）

	
	ウ 波及性
	（助成対象事業が、将来的に大きく成長する可能性があること、又は通信・放送事業分野の発展に広く貢献する可能性があるという説明を記載してください。）


	（４）通信・放送新規事業の需要見通し

（申請年度より３年間～５年間程度の事業規模の見通しを記載してください。また、海外市場開拓経費を申請する場合は、その市場開拓の見通し計画の説明を付記してください。）
	主たる需要者：



	
	市場の現状：年間販売額　　億円

（データの出典：　　　　　　　　　）

市場内主要企業：

	
	今後の市場規模：　　　年における年間販売額　　億円

（データの出典：　　　　　　　　　）

	
	当該事業規模の見通し（売上見通し）　　　　　　　　（単位：百万円）

	
	決　算　期
	売　上　高
	算　出　根　拠

	
	　　年　　月期
	
	

	
	　　年　　月期
	
	

	
	　　年　　月期
	　　（ⅰ）
	

	
	　　年　　月期
	
	

	
	　　年　　月期
	
	

	（５）その他
	（通信・放送新規事業の実施に関連して特に背景や問題意識があれば具体的に記載してください。）


（添付書類２－２）
通信・放送新規事業の内容等説明書（２）
２ 通信・放送新規事業の実施体制
	（１）技術担当者の氏名等
	氏  名：
職  名：  （助成対象となる通信・放送新規事業の技術関係を担当する者の氏名、

所　属：　 職名、所属、略歴及び連絡先を記載してください。）
略　歴：

連絡先（電話番号）：

	（２）経理担当者の氏名等
	氏  名：
職  名：  （助成対象となる通信・放送新規事業の経理関係を担当する者の氏名、
所  属：   職名、所属、略歴及び連絡先を記載してください。）
略  歴：
連絡先（電話番号）：

	（３）通信・放送新規事業の実施体制及び人員等
	（助成対象となる通信・放送新規事業を行う組織・体制を図示するとともに、これに従事する者の人数、氏名等をできる限り詳細に記載してください。紙面が不足する場合は、次項（４）と合わせて別頁としてください。また、海外市場開拓経費を申請する場合は、その実施計画の説明を付記してください。）


	（４）他の指導者又は協力者
	（他からの指導者又は協力者がある場合に、職名、氏名及び指導関係又は協力関係について記載してください。上記の（３）に含めて記載することも可。また、海外市場開拓経費を申請する場合は、その実施計画の説明を付記してください。）


（添付書類２－３）
通信・放送新規事業の内容等説明書（３）
３ 通信・放送新規事業の実施計画等
	（１）通信・放送新規事業の年次計画
	実施項目及び概要

	平成２１年度
	（各年度毎に実施される通信・放送新規事業の事業化のプロセスを申請年度より３年間～５年間程度具体的に記載してください。また、海外市場開拓経費を申請する場合は、その実施計画の説明を付記してください。）

	平成２２年度
	

	平成２３年度
	

	平成２４年度
	

	平成２５年度
	

	（２）通信・放送新規事業の実施に係る財務計画
	（決算期ごとに記載する）

Ｈ　／
	Ｈ　／
	Ｈ　／
	Ｈ　／
	（単位：百万円）

Ｈ　／

	①売上高（注）
	
	
	（ⅰ）
	
	

	②売上原価
	
	
	
	
	

	③売上総利益(①－②)
	
	
	
	
	

	④販売費及び一般管理費
	
	
	
	
	

	⑤営業利益(③－④)
	
	
	
	
	

	⑥営業外収益
	
	
	
	
	

	⑦営業外費用
	
	
	
	
	

	⑧経常利益(⑤＋⑥－⑦) 
	
	
	
	
	

	⑨減価償却費
	
	
	
	
	


（記入上の注意）全体を１頁以内でまとめてください。

　［注］売上高は、添付書類２－１の１（４）の売上高と対応させてください。

	（３）通信・放送新規事業の実施に係る資金調達計画

	調達

方法

  等

資金

需要
	調達額

合計
	調達

時期


	　　　　　調　達　方　法　　　（単位：百万円）

	
	
	
	自己

資金
	出資等
	借入金
	その他(リース資金等）
	助成金


	備 考

	設備

資金
	
	H21
	
	
	
	
	
	

	
	
	H22
	
	
	
	
	
	

	
	
	H23
	
	
	
	
	
	

	
	
	H24
	
	
	
	
	
	

	
	
	H25
	
	
	
	
	
	

	増加運転資金
	
	H21
	
	
	
	
	
	

	
	
	H22
	
	
	
	
	
	

	
	
	H23
	
	
	
	
	
	

	
	
	H24
	
	
	
	
	
	

	
	
	H25
	
	
	
	
	
	

	研究

開発費
	
	H21
	
	
	
	
	
	

	
	
	H22
	
	
	
	
	
	

	
	
	H23
	
	
	
	
	
	

	
	
	H24
	
	
	
	
	
	

	
	
	H25
	
	
	
	
	
	

	合計
	(A)
	
	
	
	
	
	
	


（記入上の注意）全体を１頁以内でまとめてください
［注１］前頁（２）通信・放送新規事業の実施に係る財務計画に対応した調達計画を記載してください。

［注２］備考欄には、調達方法別に資金調達先を記載してください。
（記載例）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （単位：百万円）

	
	調達合計
	調達時期
	自己資金
	出資等
	借入金
	その他
	助成金
	備 考

	設備

資金
	310
	H21
	30
	60
	
	
	20
	ＡＡによる第３者割当増資

	
	
	H22
	50
	
	50
	
	
	ＢＢ銀行から借入

	
	
	H23
	50
	
	
	50
	
	ＣＣ社による社債引受

	増加運転資金
	150
	H21
	50
	
	
	
	
	

	
	
	H22
	50
	
	50
	
	
	ＤＤ銀行から借入

	研究

開発費
	40
	H21
	
	40
	
	
	
	ＥＥによる第３者割当増資


（添付書類２－４）
海外市場進出計画に関する説明書 （４）
（海外市場を開拓するための計画を、具体的に記載してください。費用等も含む。）
	実施計画の内容等

	費用（千円）

	１ 海外への製品輸入やサービス提供を行う目的
２ 実施計画の内容（必要な経費、金額を含む）

３ 進出予定国（地域）
４ 国内事業と一体として実施する理由

５ 進出予定国（地域）への製品輸出やサービス提供を行う事業の割合（国内事業との比較）

６ 計画している事業のグローバル化の状況、海外市場進出見通し
７ 国内で既に事業化済みの製品やサービスを海外で提供する事業ではないことの証明
８　今回の助成対象事業のほかに、海外で既に事業化済みの製品やサービスを提供している場合は、その事業内容（製品･サービス名称、内容、対象国（地域）、特許等の出願状況など）

	※海外のコンサルタント会社等からの見積もりは外貨建てでもかまいませんが、実績報告の際には円建てで請求書等の支払い証拠書を提出していただきます。


　　助成対象の要件等注意事項
（１）国内における通信・放送新規事業と一体として実施することを要件として、将来の海外への製品輸出やサービス提供を行うための海外市場調査に係る経費、海外向けの製品・サービスの提供のための試作開発経費及び外国特許等取得のための申請に係る経費は、助成対象経費として認めます。なお、この場合において、国内で既に事業化済みの製品やサービスを海外で提供する事業は、助成対象事業として、認められません。

（２）海外に拠点を設置するために必要な経費及び海外拠点において契約又は支出される経費は、助成対象外とします。

（添付書類３）
助成対象経費等説明書
１ 通信・放送新規事業の実施に必要な経費及び助成対象経費
	年    度
	通信・放送新規事業の実施に必要な経費

（前頁（３）通信・放送新規事業の実施に係る資金調達計画と整合するよう記載してください。）
	助成対象経費
	助成金申請額及び期待額

（助成対象経費の１／２以内、２０００万円以下、海外市場を開拓する場合は、３０００万円以下で記載してください。）

	平成21年度
	百万円
	(a)千円
	助成金申請額              (b)千円

	平成22年度
	百万円
	千円
	期待額                    千円

	平成23年度
	百万円
	千円
	期待額                    千円

	平成24年度
	百万円
	千円
	期待額                    千円

	平成25年度
	百万円        
	千円
	期待額                    千円

	合      計
	(A)百万円
	千円
	                 千円


［注１］ 助成対象経費は、助成対象期間中に支払済みとなる経費又は額が確定する経費に限る。

［注２］ 申請年度の翌年度以降も申請する予定の場合、翌年度以降分も記載（最高５年）してください。
２ 助成対象経費の内訳（申請年度における単年度分）
	支

出
	費 目 区 分
	助成対象経費
	助成金交付申請額

	
	コンサルティング経費
	（海外市場調査経費などの海外分は分計してください。）千円
	（海外市場調査経費などの海外分は分計してください。）千円

	
	試作開発費
	（海外向け試作品（サービス）などの海外分は分計してください。）千円
	（海外向け試作品（サービス）などの海外分は分計してください。）千円

	
	手続諸経費
	（外国特許申請経費などの海外分は分計してください。）千円
	（外国特許申請経費などの海外分は分計してください。）千円

	
	合      計
	(a)千円
	(b)千円

	収
入
	調 達 区 分
	金         額
	備          考

	
	自 己 資 金
	千円
	

	
	出　資　等
	(b)≦ 千円
	（引き受け予定者の社名等）

	
	借  入  金
	千円
	（借入予定の銀行・支店名等）

	
	その他の収入
	千円
	（具体的な内容等）

	
	（  小 計  ）
	(c)千円
	

	
	助成金交付申請額
	(b)千円
	

	
	合     計
	(b)+(c)=(a)千円
	


［注］ 全体を１頁とし、支出経費の各費目に際しては助成金交付要綱第６項を参照してください。

（添付書類４）
助成対象経費積算表
	費用項目の内訳
	通信・放送新規事業との関連
	単価

（円）
	数量
	金額

（円）
	備考

	Ⅰ コンサルティング経費

	（例：会計士による経営指導費用）
	（例；新規事業実施のための資金調達方法コンサルティング）

	
	
	
	（例；○○会計事務所、○月中旬契約予定、コンサルー①）

	(例：海外市場調査経費)
	（例；新規事業実施のための海外マーケット調査及びコンサルティング）
	
	
	（海外のコンサルタント会社等からの見積もりは外貨建てでもかまいません。）
	（海外分は分計してください。）

	
	
	
	
	
	

	小        計
	円

	Ⅱ 試作開発費

	（例：ＮＴサーバー）
	（例：新規事業の試作用サーバー購入）

	
	
	
	（例；株式会社○○、○月下旬取得予定、試作開発―①）

	（例：海外向け試作品）
	（例：新規事業実施のための海外向け試作品開発経費）
	
	
	（海外のメーカー等からの見積もりは外貨建てでもかまいません。）
	（海外分は分計してください。）

	
	
	
	
	
	

	小        計
	円

	Ⅲ 手続諸経費

	（例：特許申請費用）
	（例；実施する新規事業の特許申請）

	
	
	
	（例；○○特許事務所、○月上旬契約予定、諸経費―①）

	（例：外国特許申請費用）
	（例；実施する新規事業の外国特許申請）


	
	
	（海外の特許申請代理店等からの見積もりは外貨建てでもかまいません。）
	（海外分は分計してください。）

	
	
	
	
	
	

	小        計
	円

	合　　　　計
	(a’)円


［注1］ 添付書類３の申請年度の助成対象経費の積算内容について記載してください。

［注２］単価は、時価、実購入価格を基準とし消費税抜きで積算してください。
［注３］費用毎に整理して記載してください。用紙が足りない場合は別頁としてください。
［注４］備考欄には、契約先、契約予定日等を記入してください。また、整理番号（例：コンサル－①、試作開発―①、諸経費―①等）を記入してください。
［注５］費用毎の単価がわかるような見積書や製品価格表等の写しの右上部にそれぞれ［注４］でつけた整理番号を付したものを添付してください。Ａ４版でないものはＡ４の用紙に貼付してください。
［注６］契約終了日又は納入予定日は、助成対象期間中であることが必要です。
（添付書類５）
事業概要図
　通信・放送新規事業の事業概要イメージ図、システム図等を具体的にＡ４版用紙を用い１頁以内で記載してください。海外市場への進出についても国内事業との連携状況等を含めて記載してください。
　なるべく、申請する助成対象経費との関連が分かるような用語を使用してください。
（添付書類６）
独立行政法人情報通信研究機構の通信・放送新規事業助成金交付業務に係る

助成候補先推薦書

平成　　年　　月　　日

独立行政法人情報通信研究機構　御中

　　　　　　　　　　　　　　住所　〒

　　　　　　　　　　　　　　氏名　（推薦機関名、役職及び氏名を記入して下さい。）　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　 （また、推薦者が大学の教授、助教授及び講師

の場合は担当講座名も記入して下さい。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　－　　　－　　　）

　下記１の者が実施する、独立行政法人情報通信研究機構の平成２１年度通信・放送新規事業助成金交付業務に係る申請に当たり、下記２により助成候補先の審査対象として推薦します。

記

１　申請者

（１）申請者名　：

（２）申請事業名：（様式第１中の助成対象事業の名称と同じ事業名を記入してください。）
２　推薦の内容

（１）申請事業の内容からの判断

　　　（申請事業の内容に関して、ご意見をご記入下さい。）

（記載例）　申請事業の内容は、×××××××であり、通信・放送新規事業助成金を申請することについて、特に不適切であると認められる点はありません。

（注）海外市場を開拓するために必要な経費を申請する場合は、国内で既に事業化済みの製品やサービスを海外に提供するための経費ではないこと、海外に拠点を設置するために必要な経費ではないこと、海外拠点において契約又は支出される経費ではないことを記載してください。
（２）申請者についてその他特記すべき事項

　　　（申請者への表彰実績、申請者との協力実績等あれば、ご記入下さい。）

（注）海外市場を開拓するために必要な経費を申請する場合は、実施体制、指導者、協力者の状況について記載してください。
（添付書類７－１）

独立行政法人情報通信研究機構の通信・放送新規事業助成金交付業務に係る

申請者に対する資金支援及び経営指導確約書

平成　　年　　月　　日

独立行政法人情報通信研究機構　理事長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　（団体名及び代表者氏名）　　　　実印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　　　－　　　－　　　）

　下記１の者が実施する、独立行政法人情報通信研究機構の平成２１年度通信・放送新規事業助成金交付業務に係る申請に当たり、同申請者の申請事業の実施に対し、資金支援及び経営指導をすることについて、下記２のとおり確約します。

記

１　申請者

（１）申請者名　：

（２）申請事業名：（様式第１中の助成対象事業の名称と同じ事業名を記入してください。）
２　確約の内容

（１）資金支援額：○○の引受けにより　　　　　　万円

○○には、株式、第◇回新株予約権、第◇回新株予約権付社債のいずれかを記載してください。

（２）資金支援時期：　　　　　　　　　　　　　
申請者が情報通信研究機構から交付決定通知を受けた場合は、助成金の実績報告書を情報通信研究機構に提出する日までとします。

（３）経営指導方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

･　取締役、顧問その他これらに準ずる者に就任する、取締役会において意見を述べる権利を取得する、技術提携先・販売提携先の斡旋を行う等を記載してください。

･  経営指導を必要としない場合はその理由を記載してください。

･  提携先の斡旋を行う場合は、提携先企業名及び提携内容を記載してください。
（４）資金回収方法：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・　本制度の対象外となる、短期（２年以内）の買戻しを出資要件としていないことを最低限明示願います。
（添付資料）　資金支援等確約者の印鑑証明、商業登記簿謄本（発行後３か月以内のもの）

（添付書類７－２）

自社概要
	会社名
	

	所在地
	

	設立年月
	
	資本金
	
	従業員数

(うち非常勤)
	

	電　話

ＦＡＸ
	
	（連絡先）

部署・担当者
	

	代表者及び役員

並びに

その履歴
	
	主要株主

及び

持ち株比率
	

	事業内容等
	· 　会社の特色、投資事業における特色、業歴・履歴、直近の決算状況と今後の見込み、組織体制、投資実績（投資件数、投資額の累計及び残高、設立５年未満の投資先の割合、投資先のうち上場・公開等の件数及び投資先名等）、投資先への育成支援の実績（投資先のうち支援実施投資先数、育成支援の具体的な事例（支援内容及び効果）等）、投資事業以外に行っている事業の内容、海外支店・現地法人の有無等について様式適宜で記入してください。

· 　自らが業務執行組合員となっている投資事業組合から出資等を行う場合は、当該投資事業組合概要（投資事業組合名、設立時ファンド総額（コミットメント総額）等）、投資実績（投資件数、投資額の累計及び残高、設立５年未満の投資先の割合、投資先のうち上場・公開等の件数及び投資先名等）、投資先への育成支援の実績（投資先のうち支援実施投資先数、育成支援の具体的な事例（支援内容及び効果）等）について様式適宜で記入してください。
· 　なお、パンフレット等にこれらと同等の記載がある場合は当欄への記載を要しません。



添付書類

（1） 会社案内・パンフレット

（2） その他資料

� eq \o\ad(評価委員会,　　　　　　　)�








ベンチャーキャピタル





情報通信研究機構





申請事業者











推　薦　者




















⑤助成金交付








⑤助成金交付











収入合計に占める助成金交付申請額の比率
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－１２－








④審査等





③実績報告





3/1まで





助成対象期間終了日までに終了








助成対象期間


交付決定日 (１０月下旬予定) ～ 


平成２２年２月２６日





②交付決定





審　査


（評価委員会）


8月中旬～１0月下旬





公募


期間


7/16～8/21








①申請受付





実績報告書について





実績報告書の提出期限は平成２２年３月１日です。





(注)　実績報告書の作成については、交付決定後に開催する説明会で詳細を説明いたします。
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④審査等





③実績報告





3/1まで
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⑤助成金交付





④審査等





③実績報告




















3/1まで








助成対象期間終了日までに終了





②交付決定








助成対象期間


交付決定日 (７月中旬予定) ～


           平成２２年２月２６日





審 査


(評価員会)


５月中旬 ～


７月中旬





公募期間          


3/26～5/11











①申請受付








実績報告書について


実績報告書の提出期限は平成２２年３月１日です。





(注)　実績報告書の作成については、交付決定後に開催する説明会で詳細を説明いたします。
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助成対象期間終了日までに終了




















助成対象期間


交付決定日 (１２月上旬予定) ～ 


平成２２年２月２６日





②交付決定





審　査


（評価委員会）


10月初旬～１1月下旬





公募


期間


9/7～10/1








①申請受付





実績報告書について





実績報告書の提出期限は平成２２年３月１日です。





(注)　実績報告書の作成については、交付決定後に開催する説明会で詳細を説明いたします。





H20.5.30一部修正
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